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498・第一審刑法犯有罪被告事件罪名別 （全國、裁判所管轄魎域別）　明治四十五年大正元年 績

ス
ル
罪
墳
墓
二
開
禮
拝
所
及

2
一
－
一
＝
　
　
一
5
4
一
　
6
9

ル
罪
簸
二
關
ス
賭
博
及
富

9
0
6
1
9
0
　
7
1
4
4
　
4
1
2
2
2
8
8
1
3
1
9
　
2
3
6
8
1
8
6
　
0
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品

ノ
罪
淫
及
重
婚
狼
褻
、
姦

4
9
1
1
2
9
　
7
4
1
3
　
7
　
　
　
　
　
　
1
1
　
　
　
　
q
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

証
告
ノ
罪
億
謹
及

8
8
6
4
1
6
一
　
7
1
2
7
1
　
7
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
ー
　
　
ー
　
i
　
‘
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
－
　
　
　
‘
　
I
　
　
　
l
　
　
、
一
2
3
一
4
一
　
1
1
＝
　
5
9

1
9
7
3
5
4
　
7
1
6
3
　
8
2
2
1
2
2
1
　
　
3
1
　
　
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
．

造
ノ
罪
債
諦
券
傭
通
貨
及
有

侵
ス
罪
住
居
ヲ

失
火
ノ
罪

　
　
　
ー
　
　
　
ー
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
」
7
6
3
5
6
0
　
4
8
3
7
　
6
8
4
8
0
7
6
　
5
1
6
4
　
8
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
忍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

放
火
ノ
罪
ー

騒
擾
ノ
罪
　
　
ー

ス
ル
罪
行
ヲ
妨
害
公
務
ノ
執

演
職
ノ
罪

糠
罪
魁

傷
害
ノ
罪

過傷@
害
　
ノ
失
罪

蹟
箏
罪

略誘
諠
U
及
罪

名封
D
；
二
罪

窃
晋
罪

強
盗
ノ
罪

　　1
ｼ恐
¥
唄
及
罪

横
蓼
罪

賊關
ｨ
；
二
罪

段隠
?
a
及
罪

其
サ
罪

合
計

裁番

ｻ
所
號

6
1
　
9
1
4
7
　
　
　
2
0
1
　
9
3
1
1
1

1

i
i

1 § 6 ㌶ 、1

｛
9
1 1551

，、1、、　　　29

、1 、1 1，092

P，498

｛
；

2
1
2
4
4
9
2
一

192‘

6
1
2
2

1
1
」
－
↓

り
0
8
6
4

　
2

5
4
ぶ
2
4
’

ー
ム
ー
凸
（
b
戸
D

46
197
158
40

834 P　3－669i

ハ
冶
Q
り
O
V
【
り

2
1
凸
　
ー
ユ

8
3
バ
リ
4
凸

　
2

776

4
1
一
2一
－

282

－
凸
－

3
4
占
≒
⊥

99

●
↓
一
一
り
●

一
4
9
1

298
189
377
240

353
962
311
109

138　　23，：賀∋1　1

　　　　　t

6
1
4
《
2ーワ
゜
4

　
1

106
66

121
57

128
241
94
35

498　8，303

7
・
1
9
Q
U

4
ユ
4
Ω
）
6

　93
　232

　62
　43

5，6371

1
0
9
鍾
9

Q
U
1
4
エ
ー0

0
4
4
ワ
・

4
ユ
ー

1，110

（
り
り
．
7
・

2
ワ
・
O
り
0
0

206

戸
0
ー
ユ
ワ
・
ワ
●

9
4
2
6

　
n
δ
O
θ

　784
　592
1，046

　769

1，029

2，665

　989
　369

618　　67，449

（
◎
4
《
’
D
6

4
4
4
凸
4
凸
7
・
8
9
0

4
凸
4
△
凸
5

499・第一審刑法犯有罪被告人
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